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船舶事故調査報告書 
 

                            平成２７年１０月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年１月２０日 ０５時４６分ごろ 

発生場所 島根県浜田市浜田港 

浜田漁港馬島防波堤東灯台から真方位１９８°４１０ｍ付近 

（概位 北緯３４°５４.２５′ 東経１３２°０３.１５′） 

事故調査の経過  平成２７年２月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか 1人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

瀬渡船 金時
きんとき

丸、４.９７トン 

 ＳＮ３－１２８３５（漁船登録番号）、有限会社戸津川 

１０.８１ｍ（Lr）×２.４４ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４４.１０kＷ、昭和５４年１１月２０日 

第２７２－７９２５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５０年１月１１日 

  免許証交付日 平成２６年５月２１日 

         （平成３１年１２月９日まで有効） 

釣り客 男性 ２９歳 

 死傷者等 軽傷 １人（釣り客） 

 損傷 船底に亀裂及び擦過傷 

 事故の経過  本船は、平成２７年１月２０日０５時４０分ごろ、船長ほか１人が

乗り組み、釣り客５人を乗せ、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍの喫水

で、船長が操舵室で立って手動操舵により操船し、浜田漁港馬島防波

堤（以下「馬島防波堤」という。）に向けて出発した。 

 船長は、浜田漁港北防波堤と浜田漁港沖防波堤の間を通過し、針路

を馬島防波堤に向けたとき、船首方に‘いか釣りを行っている１隻の

釣り船’（以下「本件釣り船」という。）の灯火を視認した。 

 本船は、船長が本件釣り船の灯火に注意を向け、本件釣り船を右舷

方に見る態勢で約１２ノットの対地速力で北北西進中、０５時４６分

ごろ、浜田港内の赤島東方の浅所に乗り揚げた。 

 釣り客の１人は、右舷船首で左舷方を向いて座っていたところ、本
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船が乗り揚げたときの衝撃で転倒し、右目の上に切傷を負った。 

 船長は、機関を後進にかけて離礁し、負傷者を病院に搬送するた

め、出発場所に帰り、着岸後、乗組員が自家用車で負傷した釣り客を

病院に搬送した。 

 船長は、着岸後、船体を確認したところ、船底に亀裂があることを

認め、本船を上架した。 

 船舶所有者担当者は、乗組員から本事故の報告を受け、海上保安庁

に通報した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風速 約３m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の末期、潮高 約－４cm（浜

田） 

日出時刻：０７時１７分ごろ 

月出時刻：０６時３１分ごろ、月齢 ２９.１ 

 その他の事項 

 

 馬島防波堤には、北東端に浜田漁港馬島防波堤東灯台（灯質 単閃

赤光毎３秒に１閃光、灯高 １３ｍ、光達距離 ３海里）（以下「東

灯台」という。）、南西端に簡易標識灯（灯質 単閃黄光３秒に１閃

光、灯高 約１３ｍ、光達距離 約５.５km）（以下「本件標識灯」と

いう。）がそれぞれ設置されていた。 

 瀬渡船が、馬島防波堤に着ける場所は、東側、中央、西側と３か所

あり、瀬渡船どうしの申合せでそれぞれ着ける場所が決まっていた。 

 本船は、事故当日、西側の渡し場に着ける予定であった。 

 船長は、赤島東方に浅所があることを知っていた。 

 船長は、本船に約１７年前から乗船しており、船長として約４年の

経験があった。 

 船長は、ふだんから夜間もレーダーを使用しないで、東灯台及び本

件標識灯を目視して両灯火を確認して航行していたが、本事故時、両

灯火を確認して航行していなかった。 

 船長は、これまでに本事故発生場所付近を昼夜問わず数多く航行し

た経験があった。 

 船長は、ふだんいか釣りを行っている釣り船は馬島防波堤の南東方

沖にいるので、本件釣り船も馬島防波堤の南東方沖でいか釣りを行っ

ており、本件釣り船を右舷方に見て通過しても馬島防波堤の西側の渡

し場に向かって安全に航行できると思っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、浜田港内を北北西進中、船長が、本件釣り船の灯火に注意

を向け、東灯台及び本件標識灯の灯火で船位を確認していなかったこ
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とから、赤島東方の浅所に向かって航行していることに気付かずに航

行し、同浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、ふだんいか釣りを行っている釣り船は馬島防波堤の南東方

沖にいるので、本件釣り船も馬島防波堤の南東方沖でいか釣りを行っ

ており、本件釣り船を右舷方に見て通過しても馬島防波堤の西側の渡

し場に向かって安全に航行できると思っていたことから、本件釣り船

の灯火に注意を向けていたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、浜田港内を北北西進中、船長が、本件釣

り船の灯火に注意を向け、東灯台及び本件標識灯の灯火で船位を確認

していなかったため、赤島東方の浅所に向かって航行していることに

気付かずに航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・慣れた海域でも航路標識等を確認したり、レーダーを活用して船

位の確認を行うこと。 

 



- 4 - 

本件釣り船が、いか釣りを行っていた場所 

馬島 

矢箆島 

島根県浜田市 

 

付図１ 事故発生経過概略図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東灯台 

事故発生場所 

（平成２７年１月２０日 

０５時４６分ごろ発生） 

馬島防波堤 西側の渡し場 

赤島 

浜田漁港 

瀬戸ヶ島 

浜田漁港北防波堤 

浜田漁港沖防波堤 

本件標識灯 


